
 

事務所又は事業所の屋根等に太陽光発電設備等を 
設置する事業者の皆様へ 

お問い合わせ及び申請書類提出先 

提出先：〒510-0304 津市河芸町上野3258 番地 三重県環境保全事業団 

三重県地球温暖化防止活動推進センター 

問合せ：☎ 059-245-7517 （平日9時から 16時） 

三重県では、脱炭素社会の実現に向け再生可能エネルギーの活用促進を図るため、 

県内の事業者が太陽光発電設備等を導入するために必要な経費に対し補助金を交付 

します。 

 

 

三重県地球温暖化防止活動推進センター 

蓄電池 
 

蓄電池価格の 
１／３ 

（50kWhまで） 

詳細は補助金 

交付要綱等を 

ご確認ください 

 

 

太陽光発電設備 
 

５万円／kW
（50kWまで） 


